
 

 

◇◆◇コンテンツ◇◆◇ １ 昨年度経営相談室に寄せられた相談及び専門相談員のご紹介  

２ 業務継続計画（BCP） 作成支援に関する研修動画を公開！（厚労省） 

３ 援護局関係主管課長会議の資料が公表（厚労省）、他 

１ 昨年度経営相談室に寄せられた相談及び専門相談員のご紹介  

 東京都社会福祉協議会「経営相談室」では、社会福祉法人、社会福祉施設・事業所からの様々な相談をお受

けしています。昨年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大にともなう会計処理、人事労務、ＢＣＰ、同

一労働同一賃金について、役員・評議員の改選にあたっての選任の手順など１,０００件の相談が寄せられまし

た。そのうち、弁護士、公認会計士、社会保険労務士、税理士による専門相談は７３件でした。まず専任の相

談員が相談をお受けし、必要に応じて専門相談員の相談とさせていただきます。お気軽にご相談ください。 

表１ 相談内容別実績                表２ 相談者別実績 

 

 

 

 

 

 

 

２．業務継続計画（BCP） 作成支援に関する研修動画を公開！（厚労省） 

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点か

ら、令和3年度介護報酬改定において、すべての介護サービス事業者を対象に、「業務継続計画（BCP）等の

策定」が義務づけられます（3年間の経過措置有）。 厚生労働省は、計画策定・見直し等の支援ツールとして、

ポイントをまとめた資料を公開するとともに、研修動画を公開しています。 

【介護】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13

635.html 

【障害】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html 

【介護】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html 

【障害】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html 

東京都社会福祉協議会 経営相談室 専門相談員のご紹介  

■法律専門相談員 弁護士 小嶋 正   

■会計専門相談員 公認会計士 宮内 忍 ・ 公認会計士 中村 比呂海 （新）  

■労務専門相談員 社会保険労務士 綱川 晃弘   

■税務専門相談員 税理士 宮内 眞木子 

東社協福祉施設経営相談室だより №１47  （全2枚）   令和３年４月１9日 
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３．社会・援護局関係主管課長会議の資料が公表される（厚労省） 

 令和3年3月22日、厚生労働省は、社会・援護局関係主管課長会議の資料をホームページに掲載しました。 

会議資料は、以下の厚生労働省ホームページに掲載されています。法人経営に関連し、国から都道府県に要請

されている事項は以下の通りです。 

 令和3年2月12日付福祉基盤課事務連絡を踏まえ、法人の令和2年度決算作業や役員・評議員の改選等に係

る指導や一般監査等を行うに当たっては、引き続き柔軟に対応すること。 

 「地域における公益的な取組」を実践している法人について、現況報告書に取組内容を漏れなく記載するよ

う指導すること。 

 なお、令和元年の会社法の一部改正に伴う社会福祉法等の改正について、ポイントが資料にまとめられてい

るので、役員等（理事、監事又は会計監査人）に対する補償契約や役員等賠償責任保険を締結している法人に

おいては、ご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会・援護局関係主管課長会議（厚労省）https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17332.html 

 

4. 令和 2 年 9 月まで使用していた東社協「経営相談室」のアドレスは、令和 2 年 10 月より下記に

変更になっています。旧アドレスは 4 月 20 日をもって閉鎖します。 

【メール】fukushi-soudan@tcsw.tvac.or.jp 

 東京都社会福祉協議会 経営相談 月曜～金曜 祝祭日年末年始休み ９時～1７時  

ご相談は、できるだけ、下記東社協ホームページ掲載の指定相談票をご使用の上、メールでお送りください。 

HP https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/keieisien.html ＴＥＬ03-3268-7170 

 


